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大深度地下の使用認可の手続きの流れ
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事業概要書の公告・縦覧

事 業 者 東 京 都 知 事

送付

（東京メトロ） （東京都都市整備局）

事業の共同化、事
業区域の調整等

（第1項等）

（第2項等）

（第3項）

（第5項）

R7.11.19

R7.11.20

大深度地下使用協議会
の構成員

協議会の構成員が所
管する事業者に周知

他の事業者

事業の共同化、事業
区域の調整等の申出

送付
（第4項）大深度地下使用協議

会の構成員に送付

事業概要書の作成

○縦覧場所：
東京都で２箇所
・事業者の事務所
・港区役所

○縦覧期間：R7.11.20～R7.12.19

官報公告

事前の事業間調整の手続の流れ
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事前の事業間調整（大深度法第１２条）の概要

【事業者】
➢ 使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ事業概要書を作成し、第１１条第２項の事

業にあっては都道府県知事に送付しなければならない（第１項）

➢ 事業概要書を送付したときは、事業概要書を作成した旨その他必要な事項を公告するととも
に、事業区域が所在する市町村において、事業概要書を公告の日から起算しておおむね三十
日間の期間を定めて、縦覧に供しなければならない（第２項）

➢ 縦覧期間内に、事業区域又は近接する地下において第４条各号に掲げる事業（対象事業）を
施行し、又は施行しようとする者から事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に関
し必要な調整の申出があったときは、調整に努めなければならない（第５項）

【都道府県知事（今回は東京都）】
➢ 事業者から事業概要書を送付された都道府県知事は、速やかに、事業区域が所在する対象

地域に組織されている協議会の構成員に写しを送付しなければならない（第３項）

【協議会構成員】
➢ 事業概要書の写しを送付された協議会の構成員（第４条各号掲げる事業を所管する行政機

関に限る。）は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち当該協議会の構成員が所管す
るものに対し、事業概要書の内容を周知するため必要な措置を講じなければならない（第
４項）
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4

所管する対象事業者への周知
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法第１２条第４項に基づき協議会構成員が周知を行う事業
（法第４条各号に掲げる事業）
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